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人権の窓

問合せ先　　役場総務課　　☎７５－４１１１

　

部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
書
記

長　

赤あ
か
い井　

隆た
か
ひ
ろ弘

氏
を
講
師
に
招

き
、「
人
権
問
題
講
座
」
を
開
催

し
ま
し
た
。

　
現
在
、
家
族
形
態
の
変
化
、
貧

困
層
（
子
ど
も
の
貧
困
・
母
子
家

庭
・
若
年
層
の
貧
困
）
の
増
加
、

若
年
層（
非
正
規
で
の
雇
用
増
加
）

の
”あ

き
ら
め
ム
ー
ド

“な
ど
が
差

別
事
象
に
繋
が
り
、
虐
待
と
ネ
グ

レ
ク
ト
に
よ
る
相
談
件
数
は
30
年

間
で
１
４
５
倍
に
増
加
し
て
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
根
強
く
部
落

差
別
を
中
心
と
し
た
事
象
が
取
り

ざ
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
は
全
て

の
差
別
に
お
い
て
の
罰
則
法
令
の

制
定
は
実
施
せ
ず
、
措
置
と
し
て

障
が
い
者
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、

部
落
差
別
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

な
ど
個
々
の
施
策
を
少
し
ず
つ
進

め
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
鳥
取
ル
ー
プ
に
よ
る

「
部
落
地
名
総
監
」
が
復
刻
版
と

し
て
発
行
の
計
画
が
さ
れ
プ
ラ
イ

人
権
同
和
問
題
講
座
を
開

催
し
ま
し
た　

８
月
30
日

バ
シ
ー
侵
害
が
行
わ
れ
て
い
た
事

件
は
、
今
な
お
深
刻
な
部
落
差
別

の
現
状
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
裁
判
で
は
わ
ず
か
数
万
円
の

賠
償
請
求
の
判
決
が
下
り
、
肝
心

な
部
落
差
別
を
繰
り
返
し
行
っ
た

行
為
に
対
し
て
は
素
通
り
さ
れ
る

と
い
う
結
果
で
し
た
。

　
全
国
水
平
社
宣
言
か
ら
１
０
０

年
の
年
で
あ
り
、
宣
言
当
時
と
変

わ
り
な
い
ほ
ど
の
政
治
不
信
に

陥
っ
て
い
ま
す
。
被
差
別
部
落
の

実
態
が
す
べ
て
の
共
通
的
な
課
題

で
あ
っ
た
と
い
う
時
代
は
過
ぎ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
が
現

れ
、
そ
の
解
決
に
向
け
た
異
な
る

プ
ロ
セ
ス
、多
種
多
様
な
運
動
が
、

今
後
の
流
れ
と
な
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　
部
落
問
題
か
ら
の
解
放
と
い
う

目
標
を
掲
げ
、
一
世
紀
も
の
間
、

差
別
を
許
さ
な
い
人
権
・
社
会
保

障
を
求
め
続
け
、
今
後
は
、
地
域

共
生
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
創
造
す
る

運
動
に
邁
進
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
す
。

「特設人権相談について」

全国一斉「女性の人権ホットライン」

　近隣、職場内のトラブル、子どもや

女性をめぐる問題など人権問題全般で

す。人権擁護委員が相談に応じます。

日時　１１月１日（火）

　　　　　午前９時３０分～１１時

場所　智頭町総合センター

＊原則、毎月第一火曜日に開設しています。

　法務省と人権擁護委員連合会では、女性を

めぐる様々な人権問題解決を図るための取組

として、全国一斉「女性の人権ホットライン」

強化週間を実施いたします。

[ 実施期間 ]　

１１月１８日（金）～２４日（木）

[ 相談受付時間 ]　

○期間中の平日　

午前８時３０分～午後７時

○実施期間中の土曜日及び日曜日　

午前１０時～午後５時

【問合せ先】

全国共通ナビダイヤル

☎０５７０－００－８１０
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